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所信表明に関する調査について 

 

 

１ 市長の所信表明に対する質問の実施状況について 

  各市議会で行われている市長の所信表明に対する質問の実施状況について、調査

を行いました。 

 

◆ 県南１０市議会の実施状況について 

所信表明に対する質問を行っている県南１０市の状況は、次のとおりです。 

実施状況 自治体名 

実施している 石岡市、守谷市、かすみがうら市、 

つくばみらい市 

実施していない 土浦市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市 

稲敷市 

 

 

２ 所信表明に対する質問を行っている自治体の状況について 

  所信表明に対する質問を行っている県南４市の状況は、次のとおりです。 

自治体名 実施内容 

石岡市 配 布 時 期：所信表明原稿は、配布していない 

質 問 時 期：本会議の一般質問内 

通 告：開会日午後 4時まで 

質 問 時 間：質問のみ 60分以内（一般質問時間内） 

質問回数制限：一括方式の場合は、3回 

        一問一答方式の場合は、無制限 

守谷市 配 布 時 期：所信表明原稿は、配布（告示日） 

質 問 時 期：本会議 1日目 

通 告：通告制をとっていない 

質 問 時 間：無制限 

質問回数制限：3回 
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かすみがうら市 配 布 時 期：所信表明原稿は、告示日に配布 

質 問 時 期：一般質問通告者は、一般質問時間内。 

        一般質問通告者外の者にあっては、一般質問終了後 

通 告：通告日は、その都度決定する 

質 問 時 間：一般質問通告者は、90分以内 

一般質問通告者外の者にあっては、質問時間 20分 

以内 

質問回数制限：無制限 

つくばみらい市 配 布 時 期：配布していない 

質 問 時 期：本会議 1日目（質問があった場合） 

通 告：通告制をとっていない 

質 問 時 間：決まっていない 

質問回数制限：決まっていない 

※ 所信表明の質問事例がない。 

 


